
 

卒業の認定に関する方針 

 

 

本校に定められた修業年限以上在学し、所定の全科目を修得した者について、学業成

績及び出席状況に基づき、学校長、学科長、専任教員、事務局長、教務事務による卒業

判定会議をもって学校長が認定する。 


